
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

 
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
八
号
）
第
四
条

の
規
定
に
よ
り
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

試
験
方
法
並
び
に
試
験
期
日
及
び
試
験
会
場 

 

イ 

学
科
試
験 

 
 

 

令
和
八
年
十
月
二
十
日
（
火
） 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
七
丁
目
五
番
十
四
号 

 
 

 

さ
い
た
ま
共
済
会
館
大
ホ
ー
ル 

 

ロ 

実
技
試
験 

 
 

 

令
和
八
年
十
一
月
十
八
日
（
水
）
及
び
同
月
十
九
日
（
木
） 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
吉
野
町
二
丁
目
千
四
百
十
七
番
地 

 
 

 

コ
ー
プ
デ
リ
商
品
検
査
セ
ン
タ
ー 

二 

試
験
科
目 

 
 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三 

 

号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

⑴ 

受
付
方
法 

 
 

 
 

埼
玉
県
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。
な 

 
 

 

お
、
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
の
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
別
途
埼
玉
県
食
品
安
全
課
ホ 

 
 

 

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
案
内
す
る
。 

 
 

⑵ 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
三
日
（
水
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
六
月
五
日
（
金
）
午
後
十
一 

 
 

 

時
五
十
九
分
ま
で 

 

ロ 

窓
口
に
よ
る
場
合 

 
 

⑴ 

受
付
方
法 

 
 

 
 

事
前
予
約
を
し
た
上
で
、
受
験
願
書
及
び
受
験
票
に
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影 

 
 

 

し
た
無
帽
、
上
半
身
正
面
向
き
で
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大 

 
 

 

き
さ
の
も
の
。
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
二
枚
を
添
え
、
埼
玉
県
食
品 

 
 

 

安
全
課
食
品
保
健
・
監
視
担
当
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号
） 

 
 

 

ま
で
提
出
す
る
こ
と
。 
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⑵ 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
）
ま
で 

 
 

 
 

た
だ
し
、
各
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を 

 
 

 
除
く
。
）
と
す
る
。 

四 

試
験
手
数
料 

 
 

一
万
八
千
四
百
円
を
受
験
案
内
で
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。 

五 

受
験
願
書
の
交
付
方
法 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

埼
玉
県
食
品
安
全
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

紙
媒
体
に
よ
る
場
合 

 
 

 

埼
玉
県
食
品
安
全
課
食
品
保
健
・
監
視
担
当
に
お
い
て
交
付
す
る
。 

六 

合
格
発
表 

 
 

令
和
八
年
十
二
月
十
八
日
（
金
）
午
前
九
時
に
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
側
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

前
掲
示
板
及
び
埼
玉
県
食
品
安
全
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、

受
験
者
全
員
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
す
る
。 
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